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❖ 管内の農業事情等 

農 業 振 興 方 針 

 本町は、農業を基幹産業と位置づけ、水稲、工芸作物、畜産と野菜、果樹等を組み合わせた
軽米型複合農業により農業振興を図っており、地域農業の担い手である認定農業者と後継者、
集落営農等の生産組織の育成・確保を進める。また、地域の特性や優位性を生かした安心安
全な農産物の産地化とブランド化を推進し、安定的、効率的で収益性の高い農業生産体制を
構築し経営の安定を図る。 

重 点 推 進 作 物 
野菜（ほうれんそう、ねぎ、ピーマン、さやいんげん、きぬさや）、果樹（りんご、加工もも、 
ブルーベリー）、花き（りんどう、スプレー菊、輪菊、小菊） 

作 付 ・ 飼 養 ・ 
販 売 額 の 状 況 

  

主な学校等教育施設 幼稚園 1、保育園 4、小学校 3、中学校 1、高等学校 1 

主 な 医 療 機 関 県立軽米病院、開業医 6 

作物・畜種 ほうれんそう ねぎ ピーマン さやいんげん りんご 加工もも 

作 付 面 積 16.0 2.1 2.4 0.5 - - 

販 売 額 18.4 18.1 57.7 5.0 23.5 36.8 

（単位：ｈａ、頭、羽、百万円） 

作物・畜種 きぬさや ブルーベリー りんどう スプレー菊 輪菊 小菊 

作 付 面 積 0.2 - 1.5 1.5 0.5 0.6 

販 売 額 1.3 2.5 10.7 21.9 6.3 3.3 

❖ 就農受入れ支援内容 

事業主体 軽米町 

対 象 者 ・ 
支援内容 

軽米町親元就農給付金 
１ 対象者 
  軽米町内に住所を有し、親（三親等以内の親族を含む。）の経営を継承しようとする者。 
２ 支援内容 
  親の農業経営を継承し、新たに就農する者又は就農している者に対し、予算の範囲内で交付期間1年 
 につき42万円の給付金を交付します。（交付期間は最長2年間。町内に有する親の農地を取得するほか、 
 事前に親元就農計画を作成し、審査を受ける必要があります。国の農業次世代人材投資資金との重複 
 受給はできません。） 

問 合 先 
〒028-6302 九戸郡軽米町大字軽米10-85 
  軽米町産業振興課 
  TEL 0195-46-4739   FAX 0195-46-2335 


